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横浜市情報公開・個人情報保護審査会制度運用調査部会 第65回会議議事録 

日 時 令和７年６月５日（木） 午前10時00分～午前11時25分 

開催場所 市庁舎18階なみき19会議室 

出 席 者 

委  員 
松村部会長、村上委員、金井委員、久末委員 

（全員WEB会議システムによる出席） 

事 務 局 

市民局市民情報室 

青木室長、平賀課長、川田係長、小池係長、小倉係長、鈴木係

長、ほか関係職員２名 

欠 席 者 板垣委員 

開催形態 公開（傍聴者なし） 

議 題 
オンライン閲覧サービス等の導入に伴う情報公開条例及び個人情報

保護条例の改正について 

議事及び 

決定事項 

開会に当たり、部会長が、WEB会議システムによる開催を確認した。 

条例改正の論点について 

(事務局)    オンライン閲覧サービス等の導入に伴う情報公開条例

及び個人情報保護条例の改正について説明（資料(1)に基

づき説明） 

(村上委員)   （資料(1)条例改正の論点）②について、電磁的記録で

ダウンロードできると説明あったが、データそのものが

ダウンロードできるのか。 

また、（論点）③について、ダウンロードするという

のは、具体的には電子メールで送るのか、システムから

個人がダウンロードする形なのか。ダウンロードのコス

トがどのくらいかかるのか。紙であればコピー代は理解

できるが、ダウンロードするのに実費、コストがいくら

かかるのか説明してほしい。 

(事務局)    （論点）②については、データをそのままダウンロー

ドできる仕組みを検討している。具体的には各所管課の

ほうで「これは開示請求でなくてもいい、ホームページ

でも掲載している。」といったものをシステムに全て集

約し、システムの利用者が任意のタイミングで自由にそ

のままダウンロードできるよう構築する予定。 

また、（論点）③については、メールではなく、本人

確認後にシステム上で閲覧、若しくは手数料納付後ダウ
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ンロードできる。行政文書と個人情報の開示請求両方と

も同じような仕組みで、システムでの閲覧・ダウンロー

ドをできるようなものを構築する。 

コストについては、ダウンロードのコストというより

も紙との均衡を図るために前回情報公開条例で、データ

で渡すものと紙で渡すもの、両方の均衡を取った上で設

定したことから、それを個人情報の開示請求にも適用し

たい。 

(村上委員)   （論点）②についてはよく理解した。PDFしかダウン

ロードできないと困るかなという考えで質問した。 

（論点）③について、均衡という観点はあるかもしれ

ないが、ダウンロードの場合それ自体にコストがかから

ないのであれば、実費という観点からすれば問題ではな

いか。全体的にシステムのコストと考えれば、正当化す

る余地はある。ダウンロード自体にコストがかからない

のであれば、それに手数料を取るのは問題ではないかと

感じる。 

(松村部会長)  電子情報の交付の手数料問題は前回の制度運用調査部

会でも説明があったように、紙での交付が定量的なもの

となっていて、電子情報の場合もそれとのバランスで、

定量的に徴収することとなった。もちろん、実費・コス

トを勘案した場合に違ってきていいのではないかという

考え方もある。定量性を採っている場合と、実費を勘案

して差を設けている場合とがある。他の自治体の例も吟

味したが、横浜ではバランスを取ろうということで、定

量的な考えを採った。これについてはパブリックコメン

トの段階で意見が出たが、その考え方をこの条例では維

持し、その前提で今回も手数料額を同額としている。電

子情報の手数料について、議会なども含め、何かその後

の動きはあるのか。 

(事務局)    現時点ではない。 

(松村部会長)  情報公開システムで情報を任意提供する場合に、開示

請求の対象外とするという考え方について、国はそうい

う考えを採っていない。条例の対象になるか否かが情報

提供の実務で変わるのは問題ではないか。その点で村上

委員は何か考えがあるか。 

(村上委員)   全く同じデータがダウンロードできるということであ

れば、特に二重に認める必要はないと考える。範囲の明

確化がクリアできれば問題ないと考える。 



3 

 

(松村部会長)  他の先生方から質問や意見があるか。 

(久末委員)   条例案自体はいいと思うが、データを生でダウンロー

ドできるということで、利用規約がないと、集中アクセ

スによるシステムダウンやデータの改ざんが発生すると

思うが、そのあたりはどうか。 

(事務局)    現在、開発に当たり事業者と契約の手続の段階だが、

利用規約は作成に向けて検討していきたいと考えてい

る。同時アクセスについては50回線くらいを想定し、シ

ステムを構築していく予定。 

(松村部会長)  「情報公開システム」という特定のものについての条

例上の措置ということでよいか。たとえば、東京都など

は広くオンラインでの情報提供について対象外にする措

置を講じているが、ここはあくまでも情報公開システム

を通じて提供する情報に対してのみ開示請求から除外す

るということか。 

(事務局)    そのとおり。所管課のホームページにのみ掲載されて

いるものは引き続き開示請求の対象となるが、あくまで

本システムにより提供された情報のみ対象外にしようと

考えている。ほかのインターネットで提供している情報

とは差別化するような規定を設ける予定である。 

(松村部会長)  情報公開システムというのは条例上で定義規定を置く

ということでよいか。 

(事務局)    そのとおり。今後、法制部門とも調整し、ほかのイン

ターネットで提供している情報とは差別化ができるよう

な規定を設けることを想定している。 

(松村部会長)  （論点）①について、オンラインによるものと従来の

方法とで請求人に選択の余地があるという前提になるの

か。 

(事務局)    そのとおり。本システムを活用した閲覧は新しく作る

予定だが、従来の方法を無くす予定はない。選択肢を増

やすような改正を進める予定。 

(松村部会長)  （論点）②に関して、任意情報提供についての除外規

定は、条例17条３項、これは図書館等での情報の提供に

ついて除外する規定だが、これでは読めないという考え

か。 

(事務局)    そのとおり。この条項では今回の対象は読めないた

め、これにさらにプラスアルファし、システムで提供す

るものを除外するという規定を各号列記で追加すること

を想定している。 
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現行規定では「施設において」という物理的空間を前

提としている。今回はオンラインで情報を提供するもの

であるため、施設という概念が当てはまらないのではと

考えた。そのため、規定を一つ追加し、オンラインで提

供される情報であることを明確化したほうがよいだろう

と考えている。 

(松村部会長)  「施設において市民の利用に供することを目的として

収集、整理、保存している」というところに該当しにく

いのかなとは思うが、いずれにしろ３項では読めないと

いうことか。 

(事務局)    そのとおり。当初そこで読もうかとも思ったが、少し

乱暴かなと思い、やはり開示請求の対象外というのは結

構大きな話なので、きちんとそれが読みとれる規定を置

くべきだと考えた。 

(松村部会長)  国や他の自治体でもこういった例はあるのか。私の理

解では、国ではこういう措置は講じていない。東京都で

は18条２項で、より広い形で除外している。今回の横浜

市の考え方は、ちょうどその中間のところ。他の自治体

の状況は知っているか。 

(事務局)    東京都は確認している。東京都では特定のシステムに

限定せず、インターネットで同等の情報と認められれば

適用を除外している。対象の範囲が運用上分かりにくい

と考えたため、本システムに限って提供されるものを対

象にしようと考えている。他都市については、東京都以

外まだ知らないので、場合によっては、次回以降の審査

会の資料として準備する。 

(松村部会長)  国でも同じような問題があり、一番典型的なのは国土

交通省である。地方整備局で、大量の、多いときは５万

を超えていたと思うが、開示請求がなされ、大半が入札

情報であった。入札したい人が入札に関するいろいろな

情報を収集するということで、対応が大変である。開示

請求があれば文書を提供すると案内するか、進んでいる

整備局では端末を置いておいて、データで入手できると

いう仕組みをやって、５～６万件が３万件くらいになっ

た。そういう実態がありながら、国の場合、除外すると

いう考え方は一切出てきていない。行政が情報をシステ

ムに載せれば対象外で、外したらまた元に戻るとか、法

律の適用範囲が行政の実務でどんどん変わっていくのは

おかしいというのもあるかもしれない。 
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それから、実は、開示請求対象は文書単位で特定され

るのが原則というのが最高裁の考え方である。何とかの

情報が知りたいといったときに、冊子全体が開示請求の

対象になったりする。そうすると冊子全体について部分

開示だとかいって作業をやるのは大変なので、相手が欲

しい情報の部分だけを抜粋したり作成したりして、情報

提供で対応することが現実に行われている。その関連

で、横浜市で今考えている情報公開システムを利用して

提供される情報とは、具体的にどういうものがあり、ど

のくらい請求が行われているのか。 

(事務局)    現段階では金入り設計書が想定されるのではないか。

委託や金入り設計書の開示請求が多く、全部開示になる

ことが多い。システムの完成までにどういう文書が全部

開示になりやすく、かつ請求が多いのかは今後調査した

い。完成後各所管課にいろいろな情報を提供してもらえ

るよう、案内したい。 

(松村部会長)  自治体にも個人情報保護法が適用されることになっ

て、厄介な問題がある。これまで情報公開条例に基づく

開示請求が多かったのは、病院・理美容など保健衛生上

の届出である。自治体は情報提供でこなしてきたが、個

人情報保護法の保護の対象になり、例外規定に該当しな

い限り提供できないと個人情報保護委員会は言ってい

て、自治体は悩んでいる。そういうことについて、横浜

市では議論はないのか。 

(事務局)    現時点でそうした話を聞いたことはない。あくまで今

回は任意の情報提供を想定しており、誰でもアクセスで

きるものを前提として所管課が作成したものを載せるこ

とを想定している。特定の人にというより、誰にでも渡

せる状態に加工して、所管課が渡してもよいと判断した

ものを載せるシステムにする予定である。 

(松村部会長)  東京都の、インターネット等で提供したものは全部除

外というのはどうかという気がするが、これはかなり限

定されているので、緩和されていると思う。一方では、

情報提供施策というのは、それはそれでどんどんやって

もらえればいい。あえて開示請求の対象から除かなくて

も、手数料の問題は出てくるが、実際の開示請求は減る

だろうから、あえて除外する必要性はないのではない

か。そちらが便利であれば自動的にそちらに流れるだけ

であり、最初から行政側の実務によって左右されるもの
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を規定しなくてもよいのではないか。 

(事務局)    実は、開示請求の実務の中で、今も任意の情報提供は

それぞれの所管課で行っているケースも結構ある。ただ

し、類型として情報提供できるものについても一度開示

請求という手続をしていただき、制度担当課で所管を調

べ、所管課が確認し、情報提供できるため取下げをして

もらうといった、調整を要する案件が多い。この解消に

もつなげたい。 

(松村部会長)  新しく除外することによって、市民に不利益はないの

かという観点が必要である。プリントアウトサービスも

利用できると説明にあるが、これも有料なのか。 

(事務局)    市民情報センターでのプリントアウトサービスは有料

である。１枚プリントするのに10円、手数料と同額の金

額設定になっている。 

(松村部会長)  開示請求をする場合と同じ負担になるということか。 

(事務局)    紙で渡す場合はそのとおりである。開示請求の場合も

１ページ10円で、市民情報センターのプリントアウト

サービスを利用する場合も１ページ10円である。 

(松村部会長)  開示請求は電子機器を使用しなくてもできるわけだ

が、情報デバイスについて難点のある方、肉体的精神的

な問題や高齢の方いろいろあると思うが、その点はカ

バーされているのか。 

(事務局)    市民情報センターに端末があり、そこには職員もい

る。取扱いに疑義を生じる方がいれば、きちんとご案内

して情報にアクセスできるようにし、写しが必要な場合

はプリントアウトの教示もする。その点、大きな問題は

ないと考えている。 

(松村部会長)  自宅等のパソコンからでもアクセスできて、情報が入

手できるということでいいのか。 

(事務局)    そのとおり。 

(松村部会長)  その場合も料金を徴収できるシステムが備わるという

ことか。 

(事務局)    任意の情報提供システムについては、料金を徴収する

という機能はない。市民情報センターのプリントアウト

サービスを利用して、その情報を紙で印刷した場合は１

ページ10円かかるが、任意の情報システムで情報をダウ

ンロードすることや自宅のパソコンでダウンロードして

自宅のプリンタで印刷する分には料金はかからない。 

(松村部会長)  （論点）①の再開示の規定を適用しないことについ
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て、オンライン閲覧できる期間は30日間とする予定と

なっているが、それはどこで規定するのか。 

(事務局)    今回の条例改正で閲覧期間について、いつから30日間

かを明記する予定。 

(松村部会長)  条例で規定されるならば問題はない。個人的にはやは

りあえて除外しなくていいと感じないではない。法令上

規定されている方が、実務上メリットがあるということ

であれば、ほかの委員から特に反対意見がなければ、や

むを得ないのかなとは思う。あえて除外するメリットは

あるのか。 

(事務局)    先ほどの説明のように、現状、一旦開示請求書を記載

していただき、職員で検索、または所管課につなげると

いったプロセスを踏んでいた。除外規定を設けることで

そうしたプロセスを省略でき、市民も手間が減る、職員

も手数が減る。横浜市では３千から５千という開示請求

を受けている中では、そのような手間を減らしていくと

いうことは目指していきたい。 

(金井委員)   動機としては、これだけ大きな予算をかけて手間をか

けてシステムを導入するということは、やはり実務上の

課題が大きいように感じる。そうしたときに、どちらか

というとこのシステムを利用してもらって肩の荷を軽く

したいという方向だと思うが、たとえば窓口で相談し

て、一つの文書から何枚か取り出してもらってコピーを

もらえるのだったら、１枚10円だったらそうすると思

う。しかし、もしダウンロード無料なら窓口に来ず、

よっぽど大きなファイルでなければ、ネットでダウン

ロードする。システムを利用してもらうインセンティブ

づくりを考えたら、ダウンロード無料というのもありだ

と思う。もう一つは、家にパソコンがない方は、あまり

大きなファイルでなければ、公共の場所のパソコンで検

索して自分のスマホで取れるということを、機能を付け

るまでもなく示唆すれば、そんなに不利益になることも

ないという気もする。そうしたときに、完全に無料にす

るかは別として、多少、経済的インセンティブとして、

半額にする・割引にするなども、１回検討してもいいの

ではないか。 

(松村部会長)  金井委員の意見を聞きながら、先ほどの村上委員の話

も併せて考えると、この情報公開システムでオンライン

閲覧をする、ダウンロードは自由にできる、そのときに
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行政側の手間はないのにダウンロードするときにお金を

請求するのか。 

(事務局)    そのとおり。手間という意味では、当然、勝手にデー

タがシステムに入るわけではなく、黒塗りするところし

ないところを判断して、加工したものをデータとして

アップロードするという部分は人間の作業として残って

いる。全くデータをアップロードするのに手間も時間も

かかっていないというわけではないことは伝えたい。 

(松村部会長)  閲覧までは無料ではないか。今の話は閲覧にかかるま

での負担の内容であって、閲覧までは無料で、その後に

それを請求人が自身の機械と紙を使ってプリントアウト

する、ダウンロードするということについて金をとるの

か。 

(事務局)    システムへのアップロード作業は生じている。 

(松村部会長)  家でオンライン申請して、開示がなされたということ

で文書を見て、その中で自分に必要な部分をダウンロー

ドし、又はプリントアウトしようとすると金がかかるの

か。 

(事務局)    そういう仕組みで考えている。紙での交付との均衡を

図るためである。 

(松村部会長)  しかし、それはあくまでも紙で渡すかデータで渡すか

の作業を行政がやっていて、同じ定量的な金額で合意し

たわけである。システム上閲覧までは無料で、途端にプ

リントアウトになったら、こちらは何も手間をかけてな

いのにお金をとるのは大丈夫か。 

(事務局)    今も一般の情報公開では、対象文書を電子メールで送

る場合も同じ金額を取っている。そのメールで送る作業

を今回はシステムから直接請求者がダウンロードする。

どちらもオンラインで提供するという意味では同じと考

える。 

(松村部会長)  メールは送信に行政の多少の関与があるが、システム

からのダウンロードに行政の関与はないのではないか。 

(事務局)    納付の確認は所管課がしなければならない。そういっ

た手間が、現行のメールでの送付と同様にかかってくる

ものと考えている。 

(松村部会長)  手数料を取らなければ、確認の手間もない。 

(事務局)    現行制度ではメールも従量制の手数料額となってい

る。それが今度のシステムではダウンロードできるとい

うことについて、行政側の業務の差は基本ないと考えて



9 

 

いる。メールで送信すること、そしてシステムにダウン

ロード用のデータをアップロードすることの作業自体は

同じ。そこに差異がないため、同じ手数料体系とすべき

という考え方である。 

(金井委員)   手数に差異はないとのことだが、金入り設計書などは

まとめて入れておくわけではなく、請求があるごとにそ

のシステムにアップロードするのか。 

(事務局)    金入り設計書は、情報公開システムの中の任意の情報

提供の機能を使い、開示請求を経ることなく、無料でお

渡しできる情報の一例である。開示請求とは別の制度で

あり、開示請求しないで無料でダウンロードできる。 

一方で情報公開システムには開示請求の対象文書と

なったものの閲覧、写しの交付など開示の実施の機能を

備える予定であり、任意情報提供の機能と分けて運用し

ていく。 

任意情報提供の方は、あらかじめ公開されているとい

う状態のもので、開示請求を受けての、電子情報処理組

織による交付とは別で考えている。 

(金井委員)   ダウンロードが有料になるものであり、従来の情報公

開請求などの仕組みから除外されないものというのは、

請求ごとにシステム内に所管課が対象文書をアップロー

ドするのか。 

(事務局)    そのとおり。そして開示請求者のみにアクセスできる

URLを送付し、開示請求者のみがそのデータにアクセスで

き、お金を払えばダウンロードできるといった仕組みに

なる予定である。 

(金井委員)   理解した。プリントアウトの紙がないだけで今まで

行っていたことをシステム上でやっているだけか。手間

も同じというのは、メールでなくシステムに入れ込む手

間に代わるだけということでよろしいか。 

システムをわざわざ導入する理由はなにか。 

(事務局)    今までは遠隔地にいる人に開示請求された文書を渡す

には手数料をいただき、メールで送信しており、閲覧だ

けしたいという場合には窓口までお越しいただく必要が

あった。これをオンライン上でできるようにするため。

また、手数料の支払いについても、今までは市が発行す

る納付書を持って金融機関の窓口に行っていただく必要

があったが、これをオンラインで決済できるようにする

ため。大きくはこの２点である。 
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(金井委員)   どちらかといえば、利便性のためか。任意提供情報以

外に個別に調整してから公開する情報について、手間は

同じであり、事務上の煩雑さからみて新しいシステムに

誘導する必要もないということか。 

(事務局)    そのとおり。市民の利便性の向上がこのシステムのポ

イントである。 

実際には開示の際に来庁・閲覧、必要な部分の選択、

納付後に写しのお渡しといったことをしている。オンラ

インであれば来庁等の日時調整も不要になり、市民がい

つでも見られる環境を整備したいことが第一である。さ

らに必要なところを選択していただき、電子決済をして

いただくと、該当部分の対象行政文書の写しがダウン

ロードできるといった仕組みを併せて整備していきたい

と考えている。 

(金井委員)   文書の絞り込みも窓口と同じことをシステムででき、

必要なところだけをダウンロード等できるということで

理解した。そうならば、ダウンロードを無料にする必要

はないと思う。 

(松村部会長)  逆にオンライン閲覧したものについて、無料でダウン

ロードできるとしたら何がまずいのか。 

(事務局)    現行条例で定めている手数料の仕組みが２パターンに

分かれてしまうのではないかと考える。通常、紙で閲覧

した後、電子メールで送る等しており、単純にそれをオ

ンライン上で行うだけであり、オンライン上でも仕組み

は同じである。 

(松村部会長)  閲覧後にコピーが欲しい場合、それに係る実費をいた

だくということだとすると、オンライン上も閲覧は無料

であり、それ以降のダウンロードは行政側の手間はな

く、相手が勝手にやるのだから無料でいいじゃないか、

という議論が想定されるがどうか。 

(事務局)    今回の写しの交付に対する考え方がどうしても実費に

寄ってしまうため、確かに議論は想定している。事務局

としては手数料と捉えており、それに係る手間という意

味で変わらないと考えている。紙やインクを使うといっ

た実費に対して、電子データはかからないじゃないかと

いう議論はどうしても発生するものと考えている。手数

料としての行政側の手間という考え方の違いということ

を、今後理解してもらえるよう努力していく。議論があ

るところをどう答えていくかについて、御指摘いただい
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たことや、金井委員のシステムに誘導するインセンティ

ブとして安くするという考え方などを基に、今後どうす

るかを事務局で考えていきたい。 

(松村部会長)  開示文書のオンライン閲覧・ダウンロードについて他

都市の情報はあるのか。 

(事務局)    現在調査中だが、オンラインで無料にしているという

事例には行きついていない。電子メール交付が主流で、

今回のような閲覧とダウンロードができるといったシス

テムの前例がないため、情報がない。 

(松村部会長)  開示が余分に増えるなど、無料にして困ることはある

のか。 

(事務局)    開示請求が増える心配もある。しかし、市民の利便性

向上のためにシステムを開発するため、手数料は現行ど

おりという考え方である。 

(松村部会長)  事務局での調査・検討を次回までに用意してほしい。 

(事務局)    承知した。本日の論点をまとめ、調査して次回御審議

頂きたい。 

(松村部会長)  ほかに意見・質問はあるか。 

(委員)     特になし 

特記事項 

１ 資料 

(1) 情報公開条例等の改正について 

(2) 横浜市の保有する情報の公開に関する条例 

(3) 横浜市個人情報の保護に関する条例 

２ 特記事項 

次回予定：令和７年７月７日（月） 市庁舎18階さくら16会議室 

次々回予定：令和７年９月１日（月） 市庁舎18階さくら14会議室 

本議事録は、会議に出席した委員の承認を得て確定した。 

 

 


